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Ⅰ 安全衛生管理の基本 

 

１．安全衛生管理の必要性 

 事業者の責務として、安全衛生管理を進める上で実施しなければならない基本的な事項（労

働安全衛生法のきまり）を表１に示します（一部、労働者が順守すべき事項も含まれていま

す）。 

 表１は労働安全衛生法で定められた基本的な内容であり、他にも法令上実施しなければなら

ないことはたくさんあります。詳細な内容は、労働安全衛生法その他安全衛生に関する法令

などを確認してください。 

 

表１ 安全衛生管理を進める上での基本事項 

 項目 概要 ポイント 労働安全衛生

法参照先 

１ 事業者に

よる基本

的責務 

事業者は労働者の安全

と健康を確保すること 

 

事業者の最も基本的な責務です。

「労働者」にはパートタイマーやア

ルバイト、契約社員、取引先の派遣

社員なども含まれます。 

第 1 章 

総則 

（第 1 条～第

5 条） 

２ 労働者に

よる順守 

労働者は労働災害を防

止するため必要な事項

を守ること 

労働者の義務です。 

3 管理者・

推進者等

の選任 

事業者は安全衛生の管

理や推進の中心となる

人を決める 

事業規模や業種に応じて、「安全管

理者」「衛生管理者」「安全衛生推進

者」「産業医」などを置きます。 

第 3 章 

安 全 衛 生 管 理

体制 

（第 10 条～第

19 条の 3） 

4 委員会の

設置 

事業者は、安全衛生に

関して審議を行い、意

見を聞く場を設ける 

事業規模や業種に応じて、「安全委

員会」「衛生委員会」などを設けま

す。 

5 事業者に

よる危険

防止措置 

事業者は、設備や作業

などにより労働者が危

険な目にあったり、ケ

ガや病気をすることが

ないように、防止措置

をとる 

施設、設備、機械に必要な危険防止、

健康障害防止措置をとることが必

要です。 

第 4 章 

労 働 者 の 危 険

又 は 健 康 障 害

を 防 止 す る た

め の 措 置 （ 第

20 条～第 36

条） 6 労働者の

順守 

労働者は事業者の危険

防止措置に応じて必要

な事項を守る 

労働者の義務です。 
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 項目 概要 ポイント 労働安全衛生

法参照先 

7 教育の実

施 

事業者は労働者に安全

衛生教育を行う 

「労働者」にはパートタイマーやア

ルバイト、期間従業員も含まれま

す。 

雇入れ時教育、作業内容変更時教育

は全ての職場で必頇です。 

危険・有害業務（１ｔ未満のフォー

クリフト運転等）に就かせる時は特

別教育が必要です。 

第６章 

労 働 者 の 就 業

に 当 た っ て の

措置（第 59 条

～第 63 条） 

8 健康保持

増進の措

置 

事 業 者 は 作 業 環 境 測

定、作業の管理、健康

診断等の実施により、

労働者の健康保持・増

進を行う 

有害な業務を行う作業場では、作業

環境測定を行い記録を保管するこ

とが必要です。 

第７章 

健 康 の 保 持 増

進 の た め の 措

置（第 65 条～

第 71 条） 

事業者は、常時使用する労働者を雇

い入れるときは、健康診断を行うこ

とが必要です。また、定期健康診断

を年に１回以上行うことが必要で

す。 

有害業務に従事する労働者に対し、

配置換えの際および半年に一回以

上、特殊健康診断・特定健康診断を

行うことが必要です。 
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２．労働災害がもたらす企業ダメージ 

 安全衛生管理・活動を怠り、労働災害が発生すると、以下のようなさまざまなダメージが事

業者にもたらされる可能性があります。 

 

 
  

社会的な信用低下
企業の信用低下
存在基盤の喪失

行政処分
作業停止・使用停止等の

行政処分

刑事罰
労働安全衛生法違反
業務上過失致死傷罪

損害賠償
不法行為責任・安全配慮義務違反

による損害賠償

被災者・遺族から、損害賠償
を請求されることがあります。
労災保険は慰謝料や損害の
全てをカバーしていないため、
労災保険給付を超える損害
は、民事上の損害賠償の責
任が問われます。

＜事業者が問われる責任＞
・不法行為責任
・安全配慮義務違反 など

労働安全衛生法違反、労働災害
発生の危険が切迫している場合は、
機械設備の使用停止や作業停止
などの行政処分を受けることがあり
ます。また、官庁からの取引停止
（指名停止）などの行政処分を受け
る可能性もあります。

労働安全衛生法第119条
（６月以下の懲役又は50万円以下の罰金）
・特別教育を行わなかった場合
・作業環境測定を行わなかった場合 など

労働安全衛生法第120条
（50万円以下の罰金）
・総括安全衛生管理者、安全・衛生管理者、
産業医などを選任しなかった場合
・安全・衛生委員会を行わなかった場合
・安全衛生教育を行わなかった場合 など

刑法第221条
（５年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金）
・業務上の注意を怠り、よって人を死傷させた場合

見えない損失（コスト）
労働災害が発生することにより、企業
の信用低下、行政からの指名停止など
が業務に影響を及ぼし、売上減少、人材
確保が困難になるなどの、事業経営上
の損失が生じます。
これらの損失の大きさは、労働災害の
被災者・遺族への補償、原因調査や設
備改善などによる損失（費用）を大きく上
回ると言われています（過去の意識調査
では４倍以上にのぼるという結果）。

労働災害の発生
｜｜

大きな損害の発生
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３．労働災害防止活動と作業改善の相乗効果 

 「店舗の効率的な運営・管理」「お客様へのサービスレベルの向上」「他の法令の順守」を進

めることが作業改善、環境改善につながり、労働災害防止活動との相乗効果が生まれます。 

 

○店舗の効率的な運営・管理 

 商品の運搬方法や配置を効率的なものに改善することで、従業員の運搬、積み替え作業も無

理のないものになります。 

 店舗での商品の整理整頓、バックヤードでの積み荷などの整理整頓・工夫により、カートで

の移動が容易になり、つまずきによる転倒などもなくなります 

 

○お客様へのサービスレベルの向上 

 わかりやすい商品配列により、お客様の商品の選択が容易になるだけでなく、従業員にとっ

ても配列作業が簡単になります。 

 鮮魚・精肉部門での包丁のメンテナンスをしっかり行うことは、従業員のけがの防止に効果

があるだけでなく、お客様にとっても品質の良い商品の提供につながります。 

 

○他の法令の順守 

 食品衛生法を順守するためには、適切な調理器具の安全管理・衛生管理が丌可欠ですが、こ

のことは、同時に、従業員の労働安全・衛生の向上にも重要です。 

 消防法順守のために売り場の商品や在庨、什器の適切な配置や管理を進めることは、転倒・

衝突を抑制する効果があり、安全な職場環境の整備にとって非常に重要です。 

 

 

 
  


